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平成30年３月橋本市議会定例会会議録（第３号）その６ 

平成30年２月20日（火） 

                                            

（午後２時50分 再開） 

○議長（岡 弘悟君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

○議長（岡 弘悟君）順番11、12番 堀内君。 

〔12番（堀内和久君）登壇〕 

○12番（堀内和久君）よろしくお願いいたし

ます。意外と、７年間議員をさせてもろてる

んですけど、この時間帯に一般質問するのは

あまり記憶になくて、一般質問はやっぱり初

日に限るなと思って、そんなん思っとるんで

すけども、一生懸命、初心を忘れず、やらせ

ていただきます。よろしくお願いします。 

 先ほどから、いろいろ同僚、先輩議員の一

般質問を聞いていると、観光というのは本当

に大事な、全ての分野が大事なんですけど、

ひと昔10年と言うたんですけども、最近は１

年、２年で情勢が変わるというか、本当に社

会の時間の流れというのは速いなという、自

分も年をとってくるわけですけども、なかな

か40代になってくると微妙な立ち位置で、ま

だまだ若いところもありますし、先輩にもっ

ともっと近づきたいという気持ちもあります

し、そんなんで頑張っていきたいと思ってお

ります。 

 さっきの話でしたら、はたごんぼの話がち

ょっと出ましたけども、もっと頑張りたいと

思います。ちょっと言うとこうと思ったんで

すけど、８月５日ははたごんぼとか、日を決

めたり、そんなんも観光の一環で、夏にはた

ごんぼなんかはとれないんですけどもやって

みたり、例えば、11月11日はポッキーの日と

か、勝手につけたんですけど、２月25日、僕

の知り合いが勝手に思ってるんですけど、225、

筒香の日とかね。この日に結婚する人がいて

るらしくて、おめでとうございます。これを

きっかけにふるさと納税していただいて、項

目は、その他で野球場と書いていただいたら

うれしいなと思います。 

 私、ネットでちょっと初心に戻るために調

べたんですけど、一般質問とは、議員個人が

市の事務執行など、将来に対する考えなど、

報告や説明を市長などに求めて、市が市民の

ために適切な市政運営を進めているかを議員

がチェックするというふうな感じで、辞書と

いうか、ネットに載っていたんですけども、

割と本市の市長の再質問で求めたときに、う

ちの市長は本当に前向きで、ええことを言う

てくれて、うなずくパターンがすごく多いん

ですけども、担当部長、管理職であったり、

現場の職員にどういうふうに伝わっているの

かということを、再度、改めて、自分も初心

に戻りつつ、議長のお許しをいただきました

ので、朗読をもって壇上から一般質問させて

いただきます。 

 大きく三つございます。 

 ２回目なんですけども、旧学文路中学校跡

地利用と周辺整備についてＮｏ.２とさせて

いただきました。前回に続き、旧学文路中学

校跡地利用で、こども園と公民館の建設に対

し、あと一歩の思いを込めて地元地域の望む

形で、河南地区のさらなる発展と活性化、そ

して安全安心でコミュニティの大切な場所を

つくる上で、以下を伺います。 

 ①前回質問時より、公民館の進捗状況を教

えてください。主に広さについてでございま

す。 

 ②駐車場、グラウンド、出入り口、市道清

水南馬場線拡幅などの周辺整備。これは前回、

市長より答弁をいただいていますので、ここ
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はそんなに深く聞くつもりはございませんけ

ども、よろしくお願いします。 

 新しく三つ目でございます。旧学文路中学

校敷地内の借地についてでございます。 

 大きく二つ目でございます。よくワードが

出てくるんですけども、今回初めて一般質問

させていただきます。ＤＭＯについてでござ

います。 

 昨年10月設立されたＤＭＯについて、観光

関連事業をどのような形で委託するのか。ま

た、本市のめざす観光振興の方向性と他市町

村との連携参画を、イメージをお聞かせいた

だきたいと思います。 

 三つ目。設立から３年目でございますブラ

ンド推進室についてお伺いしたいと思います。 

 室が誕生して３年の月日が過ぎました。立

ち上げ当初の目標から今日までの主な成果と、

チーム橋本の今後の活動やＤＭＯとの連携な

ど、あればお聞かせください。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君の質問項

目１、旧学文路中跡地利用と周辺整備に対す

る答弁を求めます。 

 教育部長。 

〔教育部長（曽和信介君）登壇〕 

○教育部長（曽和信介君）旧学文路中跡地利

用と周辺整備についてお答えします。 

 市内８箇所に点在する地区公民館は、それ

ぞれの地域において地域密着型の社会教育、

生涯学習の重要な活動拠点として、その使命

を果たしているところです。 

 その一つでもある学文路地区公民館におい

ても同様に、地域の特色を生かした行事やサ

ークル活動に取り組んでおり、今回の旧学文

路中学校跡地への建設については、限られた

敷地内で有効に活用いただけるよう、学文路

地区区長会並びに学文路地区公民館運営委員

会への説明を通じて、要望等をお聞きし、平

成31年４月をめどに開館をめざしているとこ

ろです。 

 また、建物の広さについて再度のおただし

ですが、昨年の12月議会の一般質問でも答弁

させていただいたとおり、利用いただく地域

住民の人口や立地条件等を勘案して、妥当な

広さを計画したところですので、ご理解くだ

さい。 

 次に、二点目についてお答えします。 

 旧学文路中学校跡地利用に伴う周辺整備に

ついては、こども園、学文路地区公民館建設

を進めていく中で、できるだけ要望に沿える

よう検討しているところです。 

 こども園駐車場、公民館駐車場については、

関係者のご意見を参考に見直しを行いました

が、グラウンド構造物撤去、グラウンド西側

道路拡幅については同時実施することはでき

ません。また、出入り口については、北側１

箇所を考えており、見直しを行う予定はあり

ません。 

 同時実施できない事項については、市の財

政状況等を考慮しながら、引き続き関係者と

協議を行っていきます。現時点では、財源の

確保ができないため、整備する考えはありま

せんが、関係者とお話をしないということで

はありませんので、ご理解いただきたいと思

います。 

 次に、三点目についてお答えします。 

 旧学文路中学校の敷地については、現在、

地籍調査に基づく境界確認等を行い、測量を

終えたところであり、敷地内には、個人所有

者が２筆あります。地権者には、こども園建

設計画、学文路地区公民館建設計画などを説

明し、引き続き借用することについて同意を

いただいているところです。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君、再質問

ありますか。 

 12番 堀内君。 
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○12番（堀内和久君）ありがとうございます。

２回目なので辛口の答弁が来るのはわかって

おりましたし、お互いの職責を持っての平行

線だと思うので、それは仕方ないと、部長に

は日ごろ何かとお世話になっておりますし、

本当に誠心誠意務めていただいているのはわ

かっているんですけども、失礼な再質問する

ことを、まずおわび申し上げます。 

 まず、再質問なんですけども、根本的に地

元なので地元びいき、母校なんでとそういう

ことではないんですけど、やっぱり地元とし

ていろんな意見をくみ上げてくると、やっぱ

り理解に苦しむんですね。前回の改善のテー

マというか、広さ云々というのは検討してほ

しいと、検討しますとは言っていないのはわ

かるんです。決定事項なのはわかっているん

ですけど、やっぱり区長会に説明に行ったり

とか、言うたと伝わったは違いますし、了解

したと伝えたも違うと思うんです。そんな中

で、決定ありきの説明やったら、パブコメと

か、要望等をどうのこうのというのをくみ上

げとるとはちょっと僕は思わないし、パブコ

メの必要性とかも感じられへんと思うんです

けども、当局はもっと柔軟に対応すべきと思

うんですけども、なぜ、あと100㎡ぐらい広く

できないのかという。最終は財政的なことが

大事なのかわからないですけど、なぜそこが

足りないのかということを、ちょっとお伺い

したいんです。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）公民館の広さにつ

きましては、12月議会の一般質問でもご答弁

をさせていただきましたとおり、管内人口で

ありますとか、施設が建てれる敷地の面積で

ありますとか、そういうところで決定をして

ございます。 

 学文路地区公民館につきましては、体育館

と新こども園の間の限られたスペースに建て

るということでの物理的な制約がまずござい

ます。それと、管内人口の割合でいきますと、

今度建てます515㎡の公民館については、決し

て小さい建物でないというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）ありがとうございます。

理にかなった数字的根拠を持って言っていた

だいておるんで、ちょっと議長、横道にそれ

たらとめていただきたいんですけど、関連し

とるつもりなんで行かせていただきます。計

算式が、例えば、公民館地域の分母と設計図

面、もしくは、現在建つであろう、その515

㎡の割り算をしたら、多分、出る数字が１人

の根拠ということを、前回、答弁いただいて

おると思うんですけど、それを逆に計算する

と、例えば、高野口公民館なんかを計算する

と、もう一戸建てるんですかという話になる

んです。エレベーターと階段をだいたい差し

引いて、人口ベースで考えたら、合併に基づ

いた約束事とかがあると思うので、一概にそ

の理屈は通れへんにしても、そういう計算式

とか、だいたいの広さ、人口、いろいろ鑑み

て、線引きがないぼちぼちなグレーゾーンや

と思うんですど、分母と分子でいくんであれ

ば隅田もちょっと狭いと思いますし、何かこ

こらっておかしいんかな。 

 そして、さっきの答弁なんですけど、敷地

内が限られていると言いますけど、体育館は

そのまま、南向いて公民館、その奥にこども

園なんですけども、こども園と子どものグラ

ウンドというんですかね、その間に十二分な

スペースはありますし、段上がっているとこ

ろから、僕は自分が中学校、そこを卒業なの

で、嫌と言うほどスペースはわかっています。

だから、スペースがないというのがちょっと

おかしい答弁なんかなと思うんです。だから、
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そこらをもうちょっと臨機応変にやっていた

だけないかなというのが思うんです。 

 それと、小西議員もおっしゃっていました

けど、やっぱり公共事業というのは何十年に

１回しか建てられない、財政難の中で踏み切

った思い切った平木市政の大事な工事やと思

うんです。安もんの何とかじゃなくて、言葉

は申し上げにくいんですけど、図書室のエア

コン云々で無駄遣いするお金があるんやった

ら、教育委員会全体としてもうちょっとそっ

ちに、あと100万、200万ぐらい回してくれて

もええんか、そういうふうな気持ちで、僕は

情けない思いがあるんですけど、その点につ

いて何か見解はございますでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）まず、敷地につき

ましては、当初こども園計画が先行したとい

うところもございまして、残りの土地という

ようなところになった経緯もございます。た

だ、その敷地についても決して狭いといいま

すか、極端に狭いとは考えてございません。 

 それから、建設面積につきましても、当然、

１㎡増える当たり38万円程度の増加になろう

かと思いますので、100㎡が増えるとすれば、

3,800万円の上乗せとなるということで、ご理

解いただきたいと思います。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）そしたら、お伺いする

んですけど、さっきも聞いたんですけど、じ

ゃ、高野口公民館とか、ほかの人口割合とか

が合わない計算のところは増築なり、高野口

の人口ベースやったら１万3,000人ぐらいお

ると思うんですけども、また南か北にもう一

戸建てるというのが、今は財政難であれです

けども、先でそういうのを考えるということ

でええんですか。そこはちょっとお答えいた

だきたいと思います。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）高野口地区公民館

につきましては、管内人口が１万3,298人、そ

れから、延床面積が２階建てになってござい

ますので1,264.15㎡、一人当たりにしますと

0.0951㎡ということで、新たに学文路が0.114

㎡になりますので、そう大差はないのかなと

いうふうな印象です。 

 それと、管内人口は申し上げましたが、立

地条件等が当然出てきます。そういう意味で

いえば、紀見地区公民館等につきましては、

管内の人口が１万1,000人以上ありながら、延

床が515㎡ということで、今度できます学文路

地区公民館と同等の規模ということになりま

すので、そういうことでいえばかなり小さい

規模となりますが、敷地等の関係がございま

して、現在のところに建っているという状況

でございます。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）ありがとうございます。

そういった話でいうと、紀見地区はこれから

建てるであろうの場所で、今、言うたのは紀

見北の新しいほうですよね。だから、新市に

なってから建てたところというたら、高野口

が一番古いになると思うので、そこらは今後、

何十年かに一回建てかえでやっていくと思う

ので、もうちょっと臨機応変になってくれよ

という話なんです。 

 あと、教育委員会に対しては、多分、僕の

推測なんですけど、教育長なんかは割と公民

館には重きを置いてくれとる人やと思うんで、

ほんまは広くあってほしいんと違うかなとか、

ちょっとこんなことを思ったりするんですけ

ど、そこは答弁を求めないんで、通告してい

ないんであれなんですけど、教育委員会とし

ての必要性を市長部局に言っているかどうか

ということが大事やと思うんです。だから、

決定ありきでいくんやったら、説明も何も要

らないなというのが僕の中であるんで、要望



－132－ 

なんで無理やったら無理で結構です。これ以

上、Ｎｏ.３はありませんので、男として僕は

真剣に議員として、職責を持って質問しとる

んで、ほんまに議論してください。その上で

あかんなら、もう結構です。それだけはもう

ちょっと熱い議論をやって、こうなんですっ

て、すり合わせの時点からあかんような、負

のオーラが出ておるような話じゃなくて、い

ろいろやってみたんやけどあかんだというん

やったら、それはそれで結構です。やっぱり

そっちはそっちの事情もあるのもわかります

し、僕は僕で地元の事情があって一生懸命や

っとるんで、そこはもう仕方のないことと思

いますので、ここはもう一度議論していただ

くことを要望してその辺に行きたいと思うん

ですけど、次に移らせていただきます。 

 二つ目、入り口の話になるんです。6.5ｍの

車道と２ｍの歩道というんですけど、それが

民意で、公民館、こども園、同じ入り口で大

丈夫かという話で前回からやっておるんです

けども、まずはやっぱり民意が大事やと思う

んですけど、それも多分、平行線をたどる話

をこれからするんですけども、あれだけの学

文路中学校のグラウンドを擁しながら、真ん

中に道を入れて駐車場から建屋に入らなあか

んというような設計センスのなさ。これがま

ず、僕は問題やと思うんです。道を広げれど

うのの話の前に、一々、毎日建屋に入るのに、

道路をまたいで行くんですよね。歩道の２ｍ

であろう部分と6.5ｍなので８ｍちょっと、９

ｍ弱を歩いていくんですよね。車をとめたと

ころから10ｍ以上歩いて入らなあかんのです

ね、毎日。この設計センスのなさというのが、

僕は考えられないんです。 

 市長の前回の答弁で、道を広げたら交通量

が増えるんで事故が起こるやないか、それも

一理あると思います。それもわかるんですけ

ど、何で真ん中に道を入れるんやと。建屋を

分筆というんかな、割ってしまう。そこを車

通ってくれと。ほんだら、横断歩道でも何か

つけるなりするんですか。このままほっとい

て、事故が起こるのが目に見えてわかれへん

のかなと思うのは僕だけなんでしょうか。ち

ょっと教育委員会のご見解をお伺いします。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）前面に道路といい

ますか、真ん中になった経緯につきましては、

それぞれ建物をつくる場合には、接面の道路

が必要ということになっておりますので、そ

ういう道がついたということでございます。

安全面につきましては、全て直線になってお

りますので、かなり見晴らしもいいというよ

うなことも思っておりますし、前回市長から

の答弁がありましたように、時間帯について

も、朝夕のこども園、昼間の公民館、それか

ら、夜の体育館というようなこともございま

して、安全面については確保できるのではな

いかなと考えてございます。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）安全面が確保できとる

んであれば、しっかり責任もとっていただけ

ると思うので、前回、健康福祉部長にカリス

マ的な答弁をいただいたので、教育委員会に

も僕は同じことを思っていますので、意見を

変えれなかった、行政をとめれなかった僕の

責任でもあり、健康福祉部の責任でもあり、

教育委員会の責任でもあるということをきっ

ちり思っておいてほしいと思います。 

 近隣住民の対話や要望という観点で聞くん

ですけど、今回のこども園、公民館を建てる

上で、一つ抜けているなと思うのが三つ目の

話なんですけども、２筆というか、２地権者

おられるというのが前からも聞いていたんで

すけども、まずは、先ほどの部長の答弁やっ

たら、建築基準法とか、建てるのに道を入れ

るというんやったら、そこまでちょっと僕は
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勉強不足やったんで申しわけない中で聞くん

ですけども、やっぱり全体の絵として、学文

路中学校の跡地がこうあるべきやという青写

真、平面図だけじゃなくて、入り口がここし

かないという、まず勝手に決定しとるという

こと。体育館との間に、国体道路というか清

水のローソンから新しい道ができた、もとも

と旧の道がある、４軒か５軒ぐらい家があり

ますよね。あそこ、当時、上下水道部長が都

市整備課長やったときに、あそこは危ないか

らミラーをつけてくれよと言うて、すぐつけ

て迅速に対応してくれた。迅速にしてくれた

ということは、危ないという認識がやっぱり

あったんではないかなと思う道です。そこに

対しての説明であったりとか、そんなんは地

元区長にさせといたらそれでええんですか。

やっぱりそこまできっちり、これだけの交通

量があるんでという説明も行っていない。敷

地内の絵がこういうふうにあるんやというこ

とも、ちゃんと明確に平面図でしかできてい

ない。 

 あと、２地権者に対して、西部こども園、

（仮称）山田こども園は土地を買うありきで

進めていますけども、この２地権者に関して

は、勝手に借りることを承諾の上で前へ進ん

どるということですね。換地で返すとか、地

籍の関係もあると思うんですけども、道路沿

いに交換しに行ったほうが、有利なほうに交

換しに行く条件を持っていかないと交換もし

てくれないと思いますし、買うんやったら買

うでいくらで買わせてもらうんですかという

お伺いは立てのかどうか。この二点、ちょっ

とお伺いしたいと思うんですけども、お願い

いたします。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）まず、一点目の説

明ということにつきまして、個々にはまだ行

かせていただいていないというのが現状でご

ざいます。地域説明会ということで開かせて

いただいてございますし、区長会とか公民館

運営委員会とは何回かそういう協議はさせて

いただいてございます。 

 二点目の借地につきまして、この学文路中

学校跡地にこども園、それから、公民館が建

つという計画になりまして、本来でしたら、

土地、進入路等の計画も同時に進めるべきと

いうことであったんですけども、若干、後発

になりましたが、今現在、学文路中学校のグ

ラウンド内に、２人の方の地権者の土地がご

ざいまして、その上を進入路というような形

で使わせていただくということで決定はさせ

ていただきました。そのときには、当然、買

うというような選択肢、それから、交換とい

うような選択肢もあった、当然、念頭にはあ

るんですが、当面、建てていくにつきまして

は同じように借地をさせていただきたいとい

う旨、２地権者の方にお話をさせていただい

て、ご了承をいただいてございます。そのと

きには、購入のお話ですとか、代替地のお話

とかはございませんでした。 

 山田のこども園と、それから、学文路のこ

ども園の借地の買う、買わないという違いで

ございますけども、山田地区のこども園の敷

地について、借地の上にこども園が建つとい

うようなことでございますので、山田につい

ては購入、学文路のこども園につきましては、

建物部分については全て市の土地ということ

でございますので、そこに違いが出てきたと

いうことでございます。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）ありがとうございます。

そこがそもそもセンスがないんですけども、

道路であろうと何であろうと、買うんか借り

るんかというのはやっぱり事前にちゃんと協

議して、換地で返すんやったら返すで、道に
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引っついたところを持っていかんと、そんな

もん交換してくれるわけないじゃないですか。

家賃もこれからずっと払っていくんですか、

財政難やのに。いくら安いんか、僕もあえて

金額は聞きませんけども、そこらへんも勝手

にばんばん決まっていくこと自体が、やっぱ

り買うんやったら買うできっちり示していか

なあかんと思うんです。 

 だから、やっぱりそこらももうちょっと、

建屋を建てようが、道路を入れようが、建屋

を建てるために道路を入れたんでしょう。ち

ょっとおかしいんと違うんですか。だから、

そこらはちょっとあまり時間もないので、一

般質問の仕方が下手なんでそこは検討してい

ただいたら、それでそのままいくというんや

ったら、悲しい建物が、でも、要望どおり市

長には感謝しとる部分がほんまにあるんです。

財政がない中で民設民営でという決断になり

ましたけども、河南にこども園ができて公民

館が建つということは、市長の施策としては

どえらいありがたいことなので、矢を向けと

るわけではないんですけど、市長の思いイコ

ール形になっているかというたら、職員同士

はなっとるんかもわからないですけど、地域

住民とか私にしてみたら、ちょっと色が違う

のかなという後味が残りますけども、建屋が

建ってあの地域がよくなっていくことには感

謝しとるんで、全部が全部否定的に言うとる

わけではないので、もうちょっとそこら地域

の声というのを、そんながいに、あと1,000

万円、2,000万円出せと言うとるわけではない

んです。外構工事も、後から必要に応じてと

いう言葉も12月議会で出ていますので、０％

で完全に切られたとは思っていませんし、そ

こらはもうちょっと教育委員会は、必要性を

当局ともうちょっともんでいただきたいとい

うことをお願い申し上げて、終わりましょう

か。よろしくお願いします。 

○議長（岡 弘悟君）次に、質問項目２、Ｄ

ＭＯに対する答弁を求めます。 

 経済推進部長。 

〔経済推進部長（笠原英治君）登壇〕 

○経済推進部長（笠原英治君）ＤＭＯについ

てお答えします。 

 昨年の10月に設立したＤＭＯ、一般社団法

人高野山麓ツーリズムビューローへの委託事

業の内容は、従前に橋本市観光協会へ委託し

ていた観光案内及び地場産品販売促進等事業

及び駅前にぎわい創出事業、また、かつらぎ

町と地域連携型地方創生交付金を受けて実施

する広域観光パンフレットの作成であります。 

 次に、本市のめざす観光振興の方向性です

が、本市と周辺市町の豊富な自然・歴史・農

商工業・文化などの地域資源を活用し、地域

住民、事業者、各種団体と連携することで、

訪れる人々に満足していただくとともに、地

域の活性化につながる観光振興をめざします。 

 その中でＤＭＯは、地域の観光推進のかじ

取り役として、観光資源を組み合わせ、多く

の旅行者を地域に誘客していくように考えて

います。 

 次に、他市町村との連携・参画について、

本市は内閣府や経済産業省等から国の補助金

を受ける自治体パートナーとして、隣町のか

つらぎ町と地域連携しています。また、ＤＭ

Ｏでは、本市とかつらぎ町、高野町、九度山

町、紀見野町、田辺市（旧龍神村）の事業者

等が行政区域の垣根を越えて、社員として参

画しています。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君、再質問

ありますか。 

 12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）ありがとうございます。

結構、時間があるのでゆっくりもましていた

だきます。 

 イメージはだいたいわかっています。市長
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も前に言われたので、ＤＭＯに委託してから

の内容というのは民間しかわからないから答

えられないということは、それはイメージと

してわかりますので、もし、そこに踏み込ん

でいたら、議長、とめていただきたいと思い

ます。 

 ＤＭＯ云々というのは、５番議員がほんま

に熱烈にやっているので、勉強させていただ

いています。僕も観光振興に携わる一角とし

て、あまりええイメージを持ってないんです

けど、ええイメージを何で持ってないかとい

うことを、今回、話をしたいと思うんです。 

 というのは、ＤＭＯのメンバーの名前を見

たら、それなりの方、副市長なんかも顧問か

何かになっとるんですよね。幹事ですかね。

失礼しました。そういったこともやっていた

だいているので、ＪＡとかいろんな方がおる

んで、それなりの方がおられるので、前向き

にやっていってほしいなという気持ちは、民

営化とか、基本僕は好きなので、行政のでき

ないところとか無駄を省いて、身軽になるの

に民営化。例えば、学校なんかも一部民営化

してもええんかなと、僕は個人的な見解で思

っとるんです。 

 だから、一番思うのは、今回の地方創生の

２分の１の補助金、あと、それにあてがうと

いうか裏というか、ふるさと納税を使っての

今回上げている予算であったりとか、これは

議会を通るものであります。僕が部長に言い

たいのは、単年度補助金でパンフレット何や

かんやつくるというのは、それは10分の10で

もらえるんやったら、何でもやったほうがえ

え。打てば響くでやらなあかん。後はわかれ

へんけど、とにかく頑張ってくれ、こういう

ふうなタイプの人間なんですけども、さっき

の話ではどえらい前向きな答弁をしてくれと

るんですけど、根底を言うと、やっぱり最初、

４月ぐらいに、春に立ち上がるんやと言って、

そこからずるずる来て、ほんで、説明もよう

わかれへんし、聞いて答えを出す担当課も熱

意がないし、どこまで答えれるんかわからへ

んと言われたら、それはそれで天井あるんで、

しんどいことを聞いたんやったらおわびする

んですけど、やっぱり議会議員として予算を

通す上で、何のために賛成しとるかというこ

とを聞いとるのにもかかわらず、部長も僕に

言うたのを覚えておるかどうかわからんので

すけど、設立に関しては議会の議決案件では

ないんだと、こう言うとんですよ。 

 でも、これから運営の委託の補助金は議会

を通っていくわけじゃないですか。その点に

関して僕は議会軽視やと思うんです。議会と

当局と両輪になって民間に委託して、本市の

観光をやっていこうというんやったら、何で

そんな言葉を言えるんかなというのが、僕は

まず反省していただきたいと思います。 

 その上で、経済推進部並びにシティセール

ス推進課がＤＭＯに向かっていろんなバック

アップしとる。職員も２人、市長から行けと

言われとる。その人らが板挟みになって、若

い職員を潰してしもたらあかんでしょうとい

うことを僕は言いたいんです。そのためには

何をすべきかというのは、管理職の皆さんが

教育も連携していかなあかんと思うんやけど、

僕は黒河道のときに大分しんどい思いをしと

るんで、やっぱり熱意というのが伝わってな

いんやね、僕にはね。ほかの方に伝わっとっ

たら、それで橋本市の観光がうまいこといっ

てくれたらそれでいいんですけど、お伺いす

るんですけど、そもそも観光協会とＤＭＯの

住み分けというところが全然わかれへんので

すけど、そこをちょっと端的に教えていただ

きたいと思います。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）観光協会とＤ

ＭＯの住み分けというご質問なんですが、本
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来、観光協会、ずっと以前から理事会、総会

でお話をしてきましたのは、観光協会が発展

的に解散して、ＤＭＯに移行していきたいと

いうお話をさせていただいて、総会の中でも

大方の総意をいただいておったわけなんです

が、現在、80事業者の観光協会の会員がおら

れます。ほとんどの方が観光にかかわる事業

者であるんですが、中にはそうでない方もい

てます。 

 この４月からＤＭＯが本格的に会員を募集

していくというふうに聞いております。当初、

ＤＭＯへこの80事業者の方が全て移行してい

ただければというふうな思いでおったわけな

んですが、なかなか会費も上がるというふう

に聞いておりますし、そういう状況の中で全

員が全員ともＤＭＯに移行されることはなか

なか難しいであろうという、そういう判断を

いたしました。そういう判断の中から、市長

としては、今おられる観光協会80事業者の方

に、ＤＭＯに移行された人だけがいろいろ行

政が支援していくということではなくして、

しばらくやっぱり猶予期間をおきながら、Ｄ

ＭＯがどれだけのことをしていくかというこ

とをしっかり見きわめていただいて、観光協

会からＤＭＯへ移行していただけるような、

そういう、いわゆるフレキシブルな期間をと

っていってもいいんじゃないかというお話を

いただきました。４月からは橋本市の観光協

会にＤＭＯの特別会員としてまずは入ってい

ただいて、その中で、ＤＭＯは観光協会全体

としてかかわっていく。いろんなプロモーシ

ョンも観光協会の組織としてかかわっていく

というふうに考えておるようです。 

 ただ、観光商品をつくり上げて、旅行商品

の中で営利、収益をきっちり発生される、そ

ういう事業者に限っては、この方たちについ

ては必ずＤＭＯの一般会員として参画してく

ださい。そこの部分をきっちり住み分けして、

徐々に観光協会からＤＭＯへ移行していただ

く、そういう方向性を考えておるというふう

にＤＭＯから聞いております。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）ありがとうございます。

なかなか難しいんで今の説明だけではわから

へんのやけど、担当課でもっと説明に来てく

ださい。教えてください。議員やから言うと

るんと違うんです。僕はある法人の理事もし

ています。議会とは関係ないんであれなんで

すけど、観光協会イコールＤＭＯ、線が全然

わからない。だから、ＤＭＯ、民間に委託し

て一緒にやっていきたい部分もあれば、営利

目的なんで、タッグを組みたいしこれはこら

えてくれというところもあると思うので、そ

のときそのとき精査するんやけども、根本的

な材料をわかっていなかったらどないもでけ

へんので、案件に関してはＤＭＯの営業マン

がいろいろ質疑していただく、これが当たり

前やと思います。でも、設立にあたっての住

み分けというのは、行政がこれを委託するん

ですから、なぜ委託するかというのは行政が

説明せなあかんと僕は思うんです。だから、

もし反論あればまた言うていただいたらいい

んですけども、やっぱり、この間も台風の後、

市長に連れていただいて、東京に陳情要望に

行かせていただいた中で、あそこも行き、こ

こも行きとなって、メインはやっぱり台風21

号のことで国土交通省へ行ったときに僕も同

席させていただいて、各省庁を回らせていた

だいたときに、中小企業を回ったときの、や

っぱり参画メンバーとかそういうのもやっぱ

りきっちり協議してから上げやんと、市長は

ええことをやっとると思うのに、周りの説明

が不十分やったら誤解を生むんではないんで

すかということを僕は言いたいんですけども、

経済推進部の見解をお伺いします。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 
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○経済推進部長（笠原英治君）ただ今のご質

問なんですが、まず、昨年、市長と市議会の

ほうからもご同行いただいて、各省庁のほう

に要望に行かせていただいて、中小企業庁の

交付金をいただけるような調整を進めていっ

ておるわけなんですが、結果から申し上げま

して、先日この整備計画についての内示をい

ただきました。その後、交付申請を申請して

いく予定で進めておるわけなんですが、当然、

この前、東京のほうに行かせていただいたと

きには、この整備計画の内容についてお話を

させていただいております。この中小企業庁

の補助金というのは、あくまでもＤＭＯの支

援対象事業者の計画予定者ということで、Ｄ

ＭＯがどういった事業者を支援していくのか

ということをきっちり記すようになっており

ます、これはあくまでも予定の事業者なんで

すが。そういうような中で、当然、私どもと

しましては、地域の中で地域産業資源を活用

したそういった資源をしっかり取り組みとし

てされている事業者、代表的なものでは、私

はくにぎ広場もその一つだというふうに思っ

ておるんですが、そういったところを、今ま

でもそうですし、やっぱり行政は支援してい

く必要があるという意識の中でこの予定の中

に入れさせていただいたということでござい

ます。 

 それと、もう一つ、説明不足だという部分

につきましては、先ほどお話をさせていただ

いたように、４月から本格的に一般会員と特

別会員の募集できっちり啓発していくわけな

んですが、このＤＭＯの事業エリアの自治体

別の担当職員を既に決めておりまして、実は、

きょうも自治体のほうへそれぞれの担当職員

が出向いて、この内容について説明して、会

員として参画していただけるお願いを、今、

ようやく始まったばかりです。できるだけ早

い機会に大勢の方に会員になっていただきた

いというふうに思っておるんですが、まず、

そこの中小企業庁の交付金の申請と会員募集

の部分については区別して、ご理解いただけ

ればというふうに思います。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）理解したいんやけど、

僕の言いたいのは、理解してほしかったら事

前の説明等をちゃんとしないと、順番が違う

でしょうということを言うとるんであって、

市長のＤＭＯには賛同したいという気持ちは

あるんやけども、きっちりそこらをやってい

かないとだめでしょうと言うとるんです。ご

理解いただけますか。もう一回、お答えくだ

さい。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）ＤＭＯは単な

る収益をめざす事業、一般社団法人ではなく

して、この地域に稼ぐ力をしっかりつけてい

くためのかじ取り役、そういう立場でありま

す。そういったところで、これからしっかり

地域と調整しながら、協力をお願いしていき

たいというふうに考えておりますので、これ

までその部分についてしっかり説明できてい

なかった部分については申しわけなく思って

おりますが、今後その部分についてはそれぞ

れの担当者が説明に出向くようになっており

ます。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）わかってくれればいい

んです。だから、一法人ではなくて全体的に、

ほかのところを調べていないので、全部のと

ころに賛成をもうてったかとか、一々、そん

なすっこいことを聞けへんので、やっぱり当

局のイメージとしたら、全部平等に大切に思

っていただきたい観点からいうたら、やっぱ

り説明に行ってからある程度かかっていかん

とあかんでということを私は言いたかっただ

けです。失礼なことを言うたらおわびします
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けど、やっぱり真摯に対応していただかない

と、こっちも腹を割ってつき合いできないん

ですね。やっぱりギブアンドテイクでおりた

いので、そこは当局としてシティセールス推

進課には肝に銘じていただきたいので、よろ

しくお願いいたします。 

 話は変わらせていただくんですけども、や

っぱり真摯にやっていってくれる上で、かつ

らぎ町は賛同していただいているということ

と、先日、市長の答弁で文化観光を切りかえ

て、観光振興である経済、教育、官民連携、

スピード感、すばらしいことをおっしゃって

おりました。かねがね言うとるんで、別に違

和感はないんです。やっぱりすばらしいこと

を言うなって。 

 そもそも経済推進部長の答弁で、何かがで

きそうやったら、準備、交流というワードを

きのう言うとったと思うんですけど、僕のち

ょっとええように取り違えやったら申しわけ

ない。17番議員の話のときやったと思うんで

すけども、僕、何かするときに準備するとか

そういうことじゃなくて、基本的に、旧学文

路中学校跡地もそうなんですけど、ある程度

目標を定めてこういうふうにしたいんだとい

うイメージがないのに、何で話がぼんぼんい

けるんかなという、黒河道もしかりとしつこ

く言うんですけど、交流や観光を語っていく

上で、まず受け皿というか、受け入れ態勢を

計算せんと交流や観光というのは語れないん

ではないかなというのが、まず一つ僕は思う

んです。 

 ＤＭＯにやっていっていただいたらいいん

ですけど、ＤＭＯの持っているイメージと市

のイメージがイコールになっているんかどう

かというのが、初めての取り組みなので失敗

も込みで一緒にやっていこうよというために

説明が要るんですけども、やはり受け皿を確

保してから、観光、交流、振興というのを交

流人口増につながるように、宿泊施設とかで

もそうやと思うんですけども、例えば、お伺

いするんですけども、これをやっていく上で

考えがイコールに仮になったとして、例えば、

ホテルでも、今、本市には何かとお世話にな

っておるルートイン以外に、ホテルをあと１

軒、２軒でも誘致活動とか、受け皿をつくる

ために努力というのは、当局で何かやってい

るんですか。逆に、知らないんで教えてくだ

さい。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）観光客を誘客

するにあたって受け入れ環境の整備というの

は、これは大事なことやというのは議員おっ

しゃるとおりやと思っています。それという

のは、いわゆる宿泊施設とか、トイレであっ

たりそういったハード的なものだけに限らず、

まずは、おもてなしの醸成する、人の資質の

そういった環境整備、これも大きな部分やと

思っております。 

 例えば、今、インバウンドのお客さんには

やりの体験型の観光なんかそうなんですけど、

外国人はただ体験するだけを望んでいないん

ですね。何を望んでおるかというと、例えば、

着物とかを着てお茶体験するとき、その歴史

とか作法とか、着物の生地のつくり方、畳み

方、そういったことを含めて学びたい、体験

したいというふうに思われておるようです。

そういったところから、人の教育をしっかり、

やっぱりやっていく必要があろうかと思いま

す。これがまず人の資質の環境整備だと思い

ます。 

 それに加えて、今お話がありましたハード

的な部分で、宿泊施設なんかもそうだと思い

ます。宿泊施設については本当に、これから

不足してこようかと思っています。そういう

意味で、民泊やゲストハウスについては推進

していくように、積極的に取り組んでいきた
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いと思っておりますし、現にホテルの誘致に

関しましても、水面下でいろいろお願いに行

ったり、和歌山県なんかと連携しながら取り

組んでおる、いままだ具体的にお話をする段

階ではないんですが、そういった取り組みも

しておるということだけはご理解をお願いし

たいと思います。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）そこは理解しました。

やってください。ホテル、僕も友達を呼んで、

ルートインに泊まろうと思って電話したら、

いっぱいでとれないとか。はやっとるという

のはええことなんですけども、ルートインだ

けじゃ足りないんですね。だから、どれだけ

人口が和歌山県に足を踏み入れてくれとるか

という統計のベースでいくんですけど、そん

なんと違って、点と点を線で結ぶ上で、やっ

ぱり今、言われたことも大事やと思いますし、

前に、でも、ユニバーサルへ行って、体験農

業をやってと、わけわからんことを前言って

いましたよ。だから、そんなんと違って、今

の資質をちゃんとあわせてやっていく。ホテ

ルの受け皿をちゃんとする。それやったら理

にかなっとるんで、協力したいという気持ち

が芽生えるんですね。一緒にやりたいという

気持ちが僕は芽生えるんですね。 

 例えば、今回、岡先生の情緒の道であった

り、橋本駅の応其寺であったり、今、前畑の

誘致室が橋本橋にあって、その下は僕が思う

んですけど、なんちゃっての常夜灯籠までの

川渡し、そこは前畑プールと言うてもええか

もしれない。勝手に思っておるんですよ。定

福寺、黒河道、高野山、線に結べるんですよ

ね。そういうのがやっぱり形づくりやと思う

ので、やっぱりこれは行政と地元と、議員も

賛同いただいての、みんなで市長というみこ

しを担いでいこうやないかというのを、部長、

課長にもうちょっとわかりやすく広げていた

だきたいというのが僕の思いであります。よ

ろしくお願いいたします。 

 時間がないのであれなんです。先に言うと

きますけど、多分、三つ目に行かないと思い

ますので、すいませんがよろしくお願いいた

します。 

 本題になるんですけども、今回、一番聞き

たかったのは、この間から各省庁へ行かせて

いただいたときに、やっぱり市長先頭で行っ

たら相手の対応も違いますし、やっぱり何か

お願いに行くというのはやっぱり親方があっ

ての話やと思うんです。言いにくいことなん

ですけども、九市町一緒にＤＭＯをやってい

こうという中で、ほかのかつらぎ町、九度山

町、高野町、僕は河南の人間なんで、特に九

度山町、高野町、名前も高野山麓とか、ツー

リズムビューローとかという名前ですよね。

これは何で高野町、九度山町が入ってないん

や。ほかの紀見野町も龍神も全部大事なんで

すよ。要は、中身としたら、ラブコールをど

ういうふうにしたんかって、振られたらしゃ

あないんです。 

 僕は部長とか課長に言いたいのは、一生懸

命汗をかいて行っていただいとるのはわかる

んやけど、市長さん、一緒に行ってくれよと

いうことを言うたんかどうか。あと、今後、

若い職員がやっていく上で、やっぱり市長と

町同士が握手して振られたとしても、今後、

民間ベースでやっていく、垣根を越えてやっ

ていくというんであれば、やっぱり長と長、

１回会ってくれよという、部長、言いにくい

かもわかれへんけど、仕事初め式でも市長は

言われていました。僕、そういうところ好き

なんやけど、提案してこいよって。提案して

って、責任は俺がとったるからって、僕はそ

ういうところ、結構好きなんです。あかんだ

らあかんだで、みんなで考えたらええじゃな

いですか。そういうのを経済推進部並びに教
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育委員会で、市長にお願いしたんかどうか。 

 市長の思いと現場の感覚とが何かずれて、

何回も何回も聞きにいかなあかん自分がおる。

そこについてちょっとお伺いしたいんですけ

ど、いかがですか。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）私、決して市

長にいろいろ言うことが言いにくいわけでも

ありませんし、私は市長の指示を受けて各自

治体へ、ＤＭＯの関係する、基本的には民間

連携ですが、その民間連携の中で新しい観光

商品を構築するにあたって、当然、地域の人

たち、行政のかかわりというのは必要になっ

てまいりますので、自治体のほうにもお願い

に行っております。 

 そういう状況の中で、いち早くかつらぎ町

には市長も行っていただいて、町長とも何回

も会っていただきながら、地方創生の交付金

も一緒に取り組んでいこう、中小企業庁の交

付金も一緒に取り組んでいこうという結果に

結びついております。 

 高野町に関しても、お会いいただいた後、

高野町というのは自分のところでもＤＭＯを

立ち上げておりまして、高野町は自分のとこ

ろのＤＭＯでまず進めていきます。ＤＭＯ同

士の連携で進めましょうというふうに言われ

ました。高野町長からは、「橋本市長さんと

のおつき合いの中で、私は取り組ませていた

だきます」とそういう言葉まではっきりいた

だいています。そういうことで、決して高野

町とはうまくいってないんではなくして、お

互いのＤＭＯがあるからＤＭＯ連携をしてい

きましょうと、そういうことです。これは交

付金の関係もあるんですけど。 

 あと、九度山町のお話があったんですが、

これは私も事務方と３回以上にわって何度も

お話をさせていただきました。九度山町は「真

田丸」を中心に、いろいろ地域資源を、今、

九度山町として磨き上げていって、きっちり

とした観光商品を自分のところで一度つくっ

ていきたいんだという、そういう思いの中で、

まずはこういった連携でやるよりは自分のと

ころで一度取り組みたいというそういうお話

から、このＤＭＯにはまずは参画しないとい

うふうなお話をいただいております。直接、

私は町長とお会いさせてはいないんですが、

事務方のトップの人たちと再三にわたってそ

ういうお話の結果をいただいておるところで

す。 

 ですから、決して市長の思いと私の思いが

ぶれておるんでは、私はないと思っておりま

す。市長の思いをきっちり行政、ほかの自治

体に伝えさせていただいた結果が、今の結果

だということになっておると思います。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）ありがとうございます。

市長の思いと部長の思いがずれとるとは言っ

てないんですよ。市長の思いが部長が伝達し

て、下々という言い方は失礼ですけど、現場

の人とか僕らに対して何か曲がって伝わって

くる。ほんで、再質問して市長に聞いたら、

なるほどなと、こういうパターンが多いです

よと言うとるだけの話であって、部長は何よ

り市長のことを大好きみたいやし、誰よりも

わかっているというのはわかっています。そ

の上で伝われへんというのが残念やというこ

となんです。 

 だから、やっぱり長の思いを出向先の職員

が、楽にというたら言葉が悪いんですけど、

楽しく仕事をしていく上で、ＤＭＯの民間の

人はもっと厳しいことも、もっとつらいこと

もわかった上で前へ進んでいくわけですから、

公務員はぬるいと思われたらあかんので、や

っぱり経済推進部の若い２人はかなり優秀な

のはよく存じ上げていますし、市長はよく言

いますよね。「こいつは仕事できるから入れと
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いたら大丈夫や」とか、そういのをよく言う

ので、僕はそれはそのとおりやと思います。

県へ行って勉強してきたことを学んで、橋本

市の血肉にしてくれとるんやったら、そうい

う職員がいずれ係長、課長になったら、それ

は市が勝手にようなっていくんは当たり前の

話やなと、よくわかるんです。だから、その

上で、その若い職員を潰さないためにもこう

いうことというのは必要なんかなって。 

 地域連携で、観光戦略にたけとる九度山町

と高野町、高野町は平木市長やったらここま

でつき合いさせてもらいますわよという話を

してくれとるんやったら、それはそれでええ

と。ただ、九度山町があかんというのは、や

っぱり九度山町でも一般質問されとるのはご

存じやと思うんですけども、ＤＭＯについて

何で参画せえへんのやと聞いた議員がおるん

ですね。その議事録というのがあるんですけ

ど、抜粋してそこだけ言うたら、言葉狩りし

たら誤解を招いたらあれなんですけど、やっ

ぱり熱意と本気度が伺えれへんという言葉が

出とるんです。だから、もめてほしくないの

であえて言うんですけども、やっぱり僕は河

南の人間やから、どうしても高野山麓、九度

山、フルーツライン、こうなったときに、黒

河道であったり世界遺産でも、これ、九度山

と高野がなかったら、こんなもん語れれへん

のですね。ＤＭＯの職員らかって多分、どん

な方か僕、しゃべったことはないですけど、

同じことを思うと思うんです。 

 民間同士連携していこうと言うんであれば、

やっぱり長と長がお話をしていただきたいと

いう気持ち、振られたら振られたでいいんで

す、さっきも言うたとおり。だから、そこの

連携を、やっぱり隣の市町というんですかね、

広域で何かと１市３町でやっておるんで、こ

れをもうちょっとタッグを組んでやっていこ

うやないかという熱意が発信できとったら、

後、振られても、僕なんかでは間は詰めへん

ですけど、僕も頑張りますよ。そういうとこ

ろがやっぱりちょっと足りないのかなという

のんと、あと、やっぱりＤＭＯの骨格という

たら、どうしても南海電車とか、あこらが何

でないんかなとかちょっと思ってしまうんで

す。そういう何であかんだかという説明も、

聞いても答えが返ってこないんで、誰に聞い

たらええんやろう。ＤＭＯが立ち上がって、

リーダーに聞いたらええんですか。違うでし

ょう。やっぱり市の職員に聞かな、担当課に

聞かなあかんでしょう。そこらをもうちょっ

と教えてほしいというのと、再質問なんで聞

くんですけども、やっぱり市長を支える取り

巻きの副市長、理事、今回の部署でいうたら

経済部長は、もう一回、やっぱり今からでも、

九度山町とか紀見野町とか、五條市、河内長

野市、ここらに対して市長のラブコールとい

うのはもう一回すべきかなと思うんですけど、

見解をお願いします。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）観光商品をつ

くって上で先ほどもお話をさせてもらったよ

うに、行政とのかかわりというのはどうして

も必要なんですが、あくまでも民間主体で行

っていくということがニーズにマッチングし

た観光振興、いわゆる旅行商品の販売ができ

るというふうに考えております。 

 自治体連携というのは非常に大事であるの

はよくわかっておるんですが、それが場合に

よっては足かせになってニーズマッチングで

きない、そういうケースも十分あり得ると思

います。そういう状況の中で、民間事業者が

主体性を持って今の旅行商品をきっちり構築

しながら、しっかり頑張っていただければ、

おのずとそこの自治体はかかわっていってい

ただけるというふうに考えておるところでご

ざいます。 
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○議長（岡 弘悟君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）堀内議員の質問にお答

えします。 

 まるで市が観光振興をやらないようなお話

になっているように聞こえて仕方ないんです

けども、伊都振興局を中心とした自治体連携

の観光振興は、これまでどおり進めていくこ

ととしています。ＤＭＯというのも、部長が

答弁してましたけども、中には行政のかかわ

りを嫌う方がおられる。行政に任せておいた

ら、ああやこうや言うてなかなか物事が進ま

ないというような今回事業者も入っていただ

いている中で、やはりＤＭＯという形は、あ

くまで一般社団法人ですので、民間の事業者

が自分のところも含めて、地域にお金を落と

していただくような仕組みを考えていただく

ということで、やはり自由に動きたいという

ような部分も、民間の発想でやっていきたい

というふうなところもあります。だから、そ

ういうところで、高野町とはＤＭＯ連携とい

う形もとれますし、東大阪のＤＭＯ連携とい

う連携をしようと思ったら、できるわけなん

です。 

 その中で、ＤＭＯはＤＭＯで基本的には動

かしていってもらうというふうに、ただ、行

政として手助けするところは手助けをしたら

いいというふうに考えています。まだ、ＤＭ

Ｏ自身が動いていませんので、どういう形に

なるかというのは、そして、またこれは初め

ての、全国的にいっても珍しい取り組みなん

です。出資金を出してもらって、自分たちで

やっていこうという形をとりますので、そう

いう中でこれから新たな挑戦をしていただく

というふうなことになってくると思います。 

 今後、もっともっとそういう地域間連携が

必要になってくれば、もっと行政間でも話を

していく、行政間の調整でやっていますと結

構時間がかかるものですから、これはあくま

で私が観光戦略審議会をつくって、こういう

形でいきますというような答申をいただいて

私がオーケーしたので、そこの部分について

は、やはりこれから民間事業者中心に進めて

いっていただくというふうに、やはり民間メ

インでやっていただくようなことになってこ

ようかと思いますし、行政間連携というのも、

伊都振興局を中心とした伊都橋本の観光の会

議がありますので、今度、私が会長みたいな

ので、そういうふうなことも含めて行政間連

携でどんなものをしていくのかという議論は、

当然していきますし、やはり結果を出さない

となかなか相手側も乗ってきてくれないし、

ＤＭＯの連携というのも難しいものがあると

思いますので、そういうものを含めて、今、

まずＤＭＯをスタートさせて結果を見ていた

だいて、じゃ、うちもということになってく

ればいいのかなというふうにも思っています。

今回、出資していただいた中には、行政とや

ってたら時間がかかるというのをわかってい

る事業者もおられるので、そういうところも

含めて、一旦スタートをさせると。 

 うちとかつらぎ町が酷似しているというの

は、観光資源がコンパクトの中にないという、

かつらぎ町も丹生都比売神社だけなので、あ

と、九度山町というのは本当にコンパクトの

中に丹生官省があったり、真田庵があったり、

松山さんの記念館があったり、そういうコン

パクトの中であるので、そこに九度山町さん

は逆に単独でも呼んでこれるやろうな。高野

町はまさにそのとおりなんで、まずうちとか

つらぎ町にとって、やはりもっと観光客を呼

び込むためにはどうするんやということも、

一つは考えていく必要もあるのかなというふ

うに思っていますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

○議長（岡 弘悟君）議長より申し上げます。
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ただ今、堀内議員の一般質問の持ち時間が終

了いたしましたが、堀内議員は壇上で３項目

めのブランド推進室に対して質問を行ってお

ります。最終答弁に関しては延長が認められ

ておりますので、ブランド推進室に対する答

弁を求め、堀内議員は再質問はできませんけ

ども、申しわけありませんけども、答弁だけ

よろしくお願いいたします。 

 経済推進部長。 

〔経済推進部長（笠原英治君）登壇〕 

○経済推進部長（笠原英治君）これまでの橋

本ブランド推進室の取り組み成果と今後の活

動、さらにＤＭＯとの連携についてお答えし

ます。 

 橋本ブランド推進室は、平成27年４月に官

民が一体となって橋本市の地場産品や特産品

をブランド化し、全国海外に売り出すことに

より地域を活性化することを目的に設置して

います。 

 ３年間の成果ですが、まず、ふるさと納税

の寄附金については、橋本ブランド推進室が

設置される以前の平成26年度の実績が約600

万円であったものが、室設置後の平成27年度

には約8,000万円、28年度約１億300万円、29

年度１月末時点で約１億3,000万円と大きく

増加し、経年でさらに増加の傾向にあります。 

 また、寄附に対する返礼品数は平成26年度

の実績で128件だったものが、現在、市内事業

者や農家から橋本の産品を年間約8,000件送

付しています。また、ＢtoＣ、すなわち生産

者及び事業者から直接消費者に送付すること

から、利益率も高く、多くの出展者からも喜

んでいただいており、積極的な出展申し込み

も増えてまいりました。 

 今後とも本市の良いものをふるさと納税イ

ベント等でしっかり情報発信し、将来本制度

が廃止されても商品のリピーターにつながる

手段を講じてまいります。 

 次に、橋本ブランド推進室設置後に創設し

た制度、がんばれ橋本応援補助金による支援

は、今年度の交付決定分も含め、３年間で新

商品開発や６次産業化に関する事業に30件、

販路開拓に関する事業に24件の支援を実施し、

一定の成果を出しています。当室では一方的

な補助金支援だけではなく、国内外の商談会、

展示会等の調整や情報提供、企業間マッチン

グなどを国、県、ＪＥＴＲＯ等と連携して行

っています。 

 橋本ブランド推進室「チーム橋本」の今後

の活動については、各分野の専門知識やネッ

トワークを生かし、引き続き、県、ＪＡ、商

工会議所、商工会と市が販路開拓やブランド

化推進、ふるさと納税の返礼品を通した地場

産品の魅力発信や新商品開発支援などにより、

地域経済の活性化、市内事業者や農家の所得

工場に向けて取り組んでまいります。 

 また、ＤＭＯとの連携については、ＤＭＯ

が高野山麓地域の着地型旅行商品や特産品等

を、ネットなどを通して販売すると聞いてお

り、ＤＭＯとともに魅力ある本市の特産品や

観光商品を全国、海外へターゲットを定め、

プロモーションしてまいります。また、人気・

売れ筋商品などの情報共有と商品構築を、Ｄ

ＭＯとの連携で進めてまいりたいと考えてい

ます。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君の一般質

問は終わりました。 

 この際、４時10分まで休憩いたします。 

（午後３時54分 休憩） 

     

 


